
市町村交付金に係る加算額算定基準 

 
   決定 令和６年２月２０日 

 

 

 公益財団法人北海道市町村振興協会市町村交付金交付規程第４条の２に基づく加算額の算定

基準は、次のとおりとする。 

 

１ 対象事業 

市町村が、自ら発行する広報誌等又は管理運営するホームページ等において、発売主体の広

報解禁日から宝くじ発売最終日までの間に、全国市町村振興協会が作成するサマージャンボ宝

くじの広報素材や広報用フレーズを活用するなどして実施した、販売促進に向けた広報宣伝事

業 

 

２ 算定基準 

（１）広報誌等 

   広報誌（お知らせ号を含む）又は広報誌に折り込まれるチラシ 

    １掲載号当たり、５万円の交付金を交付する。 

（２）ホームページ等 

ホームページ（広報誌等を掲載したものは除く）又はＸ、Facebook、Instagram、YouTube 等 

のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ） 

１媒体当たり、５万円の交付金を交付する。 

 

   附 則 

 １ この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

 ２ 市町村交付金に係る加算額算定基準（令和３年２月２５日決定）は、廃止する。 

  


